
 
 

表示
期間 

表示物及び表示内容 実  際 

 
 
平 
成 
15 
年 
12 
月 
こ 
ろ 
か 
ら 
平 
成 
16 
年 
12 
月 
こ 
ろ 
ま 
で 
の 
間 

＜パンフレット＞ 
表紙に 
「ＬＥＣ ｉｓ Ｎｏ．１ ９４％ 司
法試験合格占有率」， 
「２００３年度司法試験合格者１,１７
０名中、１,０９９名がＬＥＣ会員､３７
６名がＬＥＣ入門講座を受講」 
と記載するとともに， 
４ページに平成元年度から平成１５年度
までの各年度における司法試験全合格者
数及びＬＥＣ会員合格者数を記載した上
で 
「平成に入ってからの１５年間で、延べ
１２，０５９名の方が司法試験に合格な
さいましたが、その内１０，９９１名の
方がＬＥＣ会員としてＬＥＣの司法試
験講座をご利用になりました（平成元年
～平成１５年までの総合合格占有率９
１．１４％）。」 
と記載 

 
遅 
く 
と 
も 
平 
成 
16 
年 
３ 
月 
こ 
ろ 
か 
ら 
同 
年 
８ 
月 
こ 
ろ 
ま 
で 
の 
間 
 

＜ホームページ＞ 
「２００３年度司法試験合格占有率   
９４％」， 
「２００３年度司法試験合格者１,１７
０名中 １,０９９名がＬＥＣ会員」 
と記載するとともに， 
平成元年度から平成１５年度までの各年
度における司法試験全合格者数及びＬＥ
Ｃ会員合格者数を記載した上で 
「平成に入ってからの１５年間で、延べ
１２，０５９名の方が司法試験に合格な
さいましたが、その内１０，９９１名の
方がＬＥＣ会員としてＬＥＣの司法試
験講座をご利用になりました（平成元年
～平成１５年までの総合合格占有率９
１．１４％）。」 
と記載 

 
遅くとも平成１２年度以降の東京リ

ーガルマインドの合格実績は，東京リー
ガルマインドの司法試験対策講座を受
講した者に加えて口述試験会場までの
送迎バスを利用した者，論文試験解答等
の資料の提供を受けた者，受験願書の提
供を受けた者等の東京リーガルマイン
ドの司法試験対策講座を受講していな
い者を含めて算出しているものであっ
た。 
 

別 表 



 

○不当景品類及び不当表示防止法（抄） 

（昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号） 
（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧

客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

二十二年法律第五十四号）の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつ

て一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

 
（不当な表示の禁止） 

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる

表示をしてはならない。 
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際の

ものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係

にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に

顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と

競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利である

と一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するお

それがあると認められる表示 
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消

費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争

を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの 
２ （略） 

 
（排除命令） 

第六条 公正取引委員会は、第三条［景品類の制限及び禁止］の規定による制限若し

くは禁止又は第四条第一項［不当な表示の禁止］の規定に違反する行為があるとき

は、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを

防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を

命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合におい

ても、することができる。 
２ 前項の規定による命令（以下「排除命令」という。）は、公正取引委員会の認定し

た事実及びこれに対する法令の適用を記載した排除命令書の謄本を送達して行う。 
３ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六十九条の三から第六十九条

の五までの規定は、前項の送達について準用する。 
 

（参考） 


